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工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
参
照
条
文

○
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）

（
見
込
額
の
予
納
）

第
十
四
条

特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
の
特
許
料
若
し
く
は
同
法
第
百
十
二
条
第
二
項
の
割
増
特
許
料
そ
の
他
工
業
所
有
権
に
関
す
る
登
録
料
若
し
く
は
割
増

登
録
料
（
以
下
「
特
許
料
等
」
と
い
う
。
）
又
は
第
四
十
条
第
一
項
、
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
実
用
新
案
法
第
五
十
四
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
意
匠
法
第
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
商
標
法
第
七
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
国
際
出
願
法
第
八
条
第

四
項
、
第
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
八
条
第
一
項
の
手
数
料
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
つ
い
て
納
付
す
べ
き
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
た
場
合
に
限
り
、
納
付
す

べ
き
当
該
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
見
込
額
（
以
下
単
に
「
見
込
額
」
と
い
う
。
）
を
予
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

４

予
納
届
を
し
た
者
に
つ
い
て
相
続
又
は
合
併
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
地
位
の
承
継
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
見
込
額
か
ら
の
納
付
等
）

第
十
五
条

特
許
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
予
納
を
し
た
者
（
以
下
「
予
納
者
」
と
い
う
。
）
が
、
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
に
際
し
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
予
納
者
が
予
納
し
た
見
込
額
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
等
若
し
く
は
手
数
料
の

納
付
に
充
て
た
額
の
控
除
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
金
額
の
加
算
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
控
除
又
は
加
算
を
し
た
後
の
額
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
、
当
該
金
額
を
当
該
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付

に
充
て
る
。
た
だ
し
、
当
該
予
納
者
の
し
た
予
納
届
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
を
し
た
者
（
以
下
「
納
付
者
」
と
い
う
。
）
が
、
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定
に
よ

る
当
該
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
返
還
の
請
求
に
際
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
納
付
者
が
予
納
し
た
見
込

額
に
、
返
還
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
す
る
こ
と
を
も
っ
て
当
該
返
還
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

３

予
納
者
が
予
納
し
た
見
込
額
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
は
、
当
該
予
納
者
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

４

（
略
）

第
十
六
条

前
二
条
の
規
定
は
、
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
を
す
る
者
の
委
任
に
よ
る
代
理
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
委
任
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に

自
己
の
名
に
お
い
て
す
る
予
納
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
中
「
予
納
を
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
予
納
を
し
た
代
理
人
で
あ
っ
て

本
人
の
た
め
に
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
を
す
る
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
納
付
を
し
た
者
（
以
下
「
納
付
者
」
と
い
う
。
）
が
」
と
あ
る
の
は
「

納
付
を
し
た
者
（
以
下
「
納
付
者
」
と
い
う
。
）
が
本
人
の
た
め
に
特
許
料
等
又
は
手
数
料
の
納
付
を
し
た
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
本
人
が
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

（
弁
理
士
又
は
特
許
業
務
法
人
で
な
い
者
の
業
務
の
制
限
）
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第
七
十
五
条

弁
理
士
又
は
特
許
業
務
法
人
で
な
い
者
は
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
報
酬
を
得
て
、
特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
若
し
く
は
商
標
若
し
く
は
国
際
出

願
若
し
く
は
国
際
登
録
出
願
に
関
す
る
特
許
庁
に
お
け
る
手
続
若
し
く
は
特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
若
し
く
は
商
標
に
関
す
る
異
議
申
立
て
若
し
く
は
裁
定

に
関
す
る
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
代
理
（
特
許
料
の
納
付
手
続
に
つ
い
て
の
代
理
、
特
許
原
簿
へ
の
登
録
の
申
請
手
続
に
つ
い
て
の
代

理
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
手
続
に
係
る
事
項
に
関
す
る
鑑
定
若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
書
類
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
（

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報

処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）

（
予
納
届
を
し
た
者
の
地
位
の
承
継
）

第
一
条

予
納
届
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
協
議
に
よ
り
定
め
た
工
業
所
有
権
に

関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
地
位
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
地
位
」
と
い
う
。
）
を

承
継
す
べ
き
一
人
の
相
続
人
）
は
、
当
該
予
納
届
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

予
納
届
を
し
た
法
人
（
以
下
「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
合
併
が
あ
っ
た
と
き
（
一
の
特
定
法
人
と
特
定
法
人
以
外
の
法
人
が
合
併
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
特
定
法
人
が
存
続
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
当
該
特
定
法
人
の
地
位

を
承
継
す
る
。

３

（
略
）


